
質 問 回 答 書 
 
 
件  名  学校施設の長寿命化計画（学校保全・更新計画）改定支援業務委託                               
 

質 問 回 答 
質問① 

横浜市では学校施設の長寿命化に向

けてモデル検討を２回実施とあります

が、検討結果を開示頂くことは可能で

しょうか。 

検討結果については、契約締結後に

お伝えします。現時点で開示する事は

できません。 

質問② 

令和９年度に最古棟の築年数が60年

をむかえる96校の具体的な学校名を開

示いただくことは可能でしょうか。 

提案資格が認められた者に対し、別

途補足資料を送付することとします。 

質問③ 

令和６、７年度に各１校を対象に実

施した検討結果を開示いただくことは

可能でしょうか。 

検討結果については、契約締結後に

お伝えします。現時点で開示する事は

できません。 

質問④ 

委託者が作成する改訂版原稿はいつ

頃に作成予定でしょうか。現時点での

想定でも構いませんのでご教示いただ

けますでしょうか。 

本委託の進捗を踏まえて原稿作成に

係るスケジュールを組むことを想定し

ているため、現時点では予定をお示し

できません。 

質問⑤ 

本業務の受託者及びその関連企業

（会社法（平成 17年法律第 86号）第 2

条の規定する親会社と子会社の関係に

ある者及び親会社を同じくする子会社

同士にある者、又は一方の会社の役員

が他方の会社役員を兼ねている者）は、

今後、本業務に関連する基本・実施設

計業務の受託者、建設工事の受注者と

本業務の受託者及びその関連企業で

あることをもって、今後、本業務に関

連する基本・実施設計業務又は建設工

事の受託者となることを一律に制限す

ることはありません。 



なることはできないと理解してよろし

いでしょうか。 

質問⑥ 

各様式の枠内に記載の事項は削除

し、提案書を作成してもよろしいでし

ょうか。 

差し支えありません。 

質問⑦ 

追加資料の提出を求めることがあ

る、とありますが、要請、提出期限の

現時点での予定をご教示いただけます

でしょうか。 

現時点で特段予定は決めていませ

ん。提案書受領後に速やかにご連絡申

し上げます。 

質問⑧ 

契約締結時、損害賠償額の上限は、

委託費内とさせて頂くことは可能でし

ょうか。 

本委託における損害賠償請求に関す

ることは、委託契約約款のとおり取り

扱うこととします。 

質問⑨ 

成果品の著作権について、「著作権

は受託者に帰属するものとする。受託

者は著作者人格権を行使しないことと

する。」など、受発注者間の協議の上

で決定することは可能でしょうか。 

実施要領又は業務説明資料等に定め

のない事項については、委託契約約款

によることとします。著作権等の取扱

いについても原則として当該約款の定

めに従うものとします。 

 


